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視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者（日本盲人会連合会主催） 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同行援護従業者養成研修修了者（応用課程） 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同行援護従業者養成研修修了者（一般課程） 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚障害者（児）等施設長、同行援護事業所・移動支援事業所のサービス提供責任者 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚障害者（児）等施設、同行援護事業所・移動支援事業所の従業者 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談支援専門員、社会福祉士　＊１ 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガイドヘルパー養成研修（視覚障害者課程）修了者 5 ○ ○ ○ ○ ○

医師　＊２ 3 ○ ○ ○ ○

保健師・看護士　＊１ 5 ○ ○ ○ ○

障害福祉行政担当職員 1 ○ ○

＊１　視覚障害者の相談支援業務に従事した経験を有すること。

＊２　主治医等として視覚障害者の支援に携わった経験を有した者であること。

応用課程

鹿児島県同行援護従業者養成研修　講師の例
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